
平成™š年 月š—日 金曜日 (号外第™˜™号)官 報

（
書
類
の
閲
覧
）

第
二
十
条

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
八
条
の
報
告
に
係
る
書
面
を
そ
の
事
務
所
ご

と
に
備
え
置
き
、
賃
借
人
等
の
求
め
に
応
じ
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
二
十
一
条

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

な
ら
な
い
。
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
で
な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
従
業
者
の
研
修
）

第
二
十
二
条

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
は
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
管
理
事
務
の
適
切
な
処
理
を
図
る
た
め
必
要
な
研
修

を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
が
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
三
条
第
一
項
の

登
録
を
受
け
る
前
に
締
結
し
た
管
理
受
託
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
が
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
三
条
第
一
項
の
登

録
を
受
け
る
前
に
締
結
し
た
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
十
二
条
の
規
定
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
が
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
る

前
に
更
新
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
十
五
条
の
規
定
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
が
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
る

前
に
受
領
し
た
賃
貸
借
契
約
に
定
め
の
な
い
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

５

第
十
八
条
の
規
定
は
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
が
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
る

前
に
終
了
し
た
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
中
、
当
該
区
域
の
北
東
端
に
隣
接
す

る
高
層
湿
原
域
で
は
、
近
年
泥
炭
採
掘
が
終
了
し
た

こ
と
で
、
跡
地
で
あ
る
開
水
面
が
ヒ
シ
ク
イ
等
の
寄

留
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
、
当
該
区
域
の
北
端
や
西
端
に
隣
接
す
る
湿
地
や

樹
林
帯
は
、
既
存
の
鳥
獣
保
護
区
か
ら
連
続
し
た
環

境
と
な
っ
て
お
り
、
ヒ
シ
ク
イ
な
ど
の
ガ
ン
類
や
、

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に

関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基

づ
く
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
か
つ
天
然
記
念
物
で

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
号

出
雲
空
港
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

第
四
十
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

一

設
置
者
の
氏
名
及
び
住
所

島
根
県

島
根
県
松
江
市
殿
町
一
番
地

二

空
港
の
名
称
及
び
位
置

出
雲
空
港

島
根
県
簸
川
郡
斐
川
町

三

変
更
し
た
事
項
（
変
更
前
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号
及
び
平
成
二

十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
十
号
を
参
照
。）

空
港
の
位
置

島
根
県
出
雲
市

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
一
号

出
雲
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

一

設
置
者
の
氏
名
及
び
住
所

島
根
県

島
根
県
松
江
市
殿
町
一
番
地

二

航
空
灯
火
の
種
類
及
び
名
称

飛
行
場
灯
火

出
雲
空
港
照
明
施
設

三

航
空
灯
火
の
位
置
及
び
所
在
地

出
雲
空
港
内
及
び
そ
の
周
辺

島
根
県
簸
川
郡
斐
川
町

四

変
更
し
た
事
項
（
変
更
前
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
七
十
八
号
を
参
照
。）

航
空
灯
火
の
所
在
地

島
根
県
出
雲
市

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

告
示
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

建
築
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
と
同
等
の
規
制
を
受
け
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
指
定
す
る
工
作
物
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
規
制
と
同
等
の
規
制
を
受
け

る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
工
作
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に

よ
る
規
制
と
同
等
の
規
制
を
受
け
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
工
作
物
と
す

る
。一

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
、
鉄
柱
、
木
柱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
架
空
電
線
路
用
並
び
に
電
気
事

業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
十
二

号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
に
限
る
。）

二

太
陽
電
池
発
電
設
備
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
環
境
省
告
示
第
六
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
し
た
の

で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

指
定
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面

は
、
環
境
省
に
備
え
付
け
て
供
覧
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日環

境
大
臣

細
野

志

一

名
称

サ
ロ
ベ
ツ
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

北
海
道
天
塩
郡
豊
富
町
、
幌
延
町
及
び
天
塩
町
の
各

一
部
（
区
域
図
省
略
）

三

存
続
期
間

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
三
年
九
月

三
十
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

^

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
利
尻
礼
文
サ
ロ
ベ
ツ
国
立
公
園
の

南
端
部
を
占
め
、
豊
富
町
の
市
街
地
か
ら
西
方
に
約

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
位
置
す
る
。
当
該
区
域

に
は
、
泥
炭
地
で
あ
る
サ
ロ
ベ
ツ
原
野
が
広
が
り
、

そ
の
中
心
部
の
二
千
五
百
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
日
本

最
大
級
の
高
層
湿
原
を
始
め
と
す
る
多
様
な
湿
性
植

生
と
大
小
様
々
な
湖
沼
が
存
在
す
る
。
文
化
財
保
護

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
基
づ

く
天
然
記
念
物
で
あ
り
環
境
省
が
作
成
し
た
レ
ッ
ド

リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
絶
滅
危
惧
Ó
類
の
ヒ
シ

ク
イ
等
の
飛
来
地
と
し
て
平
成
十
七
年
に
ラ
ム
サ
ー

ル
条
約
湿
地
に
登
録
さ
れ
た
。

サ
ロ
ベ
ツ
原
野
は
、
草
原
的
生
息
環
境
が
広
大
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
北
海
道
で
観
察
で
き
る
陸
水
性
鳥

類
の
大
部
分
が
生
息
し
て
お
り
、
特
に
、ペ
ン
ケ
沼
、

パ
ン
ケ
沼
は
、
天
然
記
念
物
で
あ
り
準
絶
滅
危
惧
の

マ
ガ
ン
、
ヒ
シ
ク
イ
等
の
ガ
ン
・
カ
モ
類
な
ど
の
渡

り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

絶
滅
危
惧
Ò
Ｂ
類
の
チ
ュ
ウ
ヒ
や
絶
滅
危
惧
Ò
Ａ
類

の
シ
マ
ア
オ
ジ
等
の
繁
殖
地
も
存
在
す
る
。
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